
●お問い合わせ先

発注者： 南部国道事務所　嘉手納国道出張所

電　話： 098-943-6203

施工者： 株式会社 東栄塗装工業

電　話： 098-956-7540

工事名：令和6年西原第二歩道橋補修外１件工事

令和6年12月18日(水)から

令和8年8月15日(土)まで

国道330号　横断歩道橋補修工事に伴う高さ制限について
国道330号浦添市西原地内(西原第二歩道橋付近)上下線

※ 車両高さ4.5ｍ以上は、全日通行できません
交通規制（高さ制限）概要図

制限高さ4.5m

工事用仮設足場(本線側)

工事用仮設足場(側道側)
制限高さ4.1m

西原第二歩道橋

出典：地理院地図（電子国土web）
https://maps.gsi.go.jp/#17/26.251691/127.741857/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0


